










「税についての対話集会」会場アンケートの結果 
～消費課税部分抜粋～ 

 

 

３．消費課税 
 
■中小事業者に対する特例措置について 
 

(5) 消費税の中小事業者に対する特例措置については、消費者の不満が強いことから、一定規模以下の事業者（売
上３,０００万円以下）の納税義務を免除する免税点の引下げと、一定規模以下の事業者（売上２億円以下）
が簡易に消費税額を計算できる簡易課税制度の見直しが考えられています。これについてどうお考えですか？ 

 
（％） 

 秋 田 金 沢 広 島 長 崎 那 覇 平 均 
①消費税に対する不信感をなくすため
に見直しが必要 

８１ ７６ ８１ ８７ ７９ ８１ 

②中小事業者の事務負担への配慮は必
要なので見直す必要はない 

１４ ２０ １６ １２ １９ １６ 

③その他 ４ ４ ３ １ ２ ３ 

 





消費税の中小事業者に対する特例措置の推移

【創設時】 【平成３年改正】 【平成６年秋の税制改革等】

（注）平成９年４月施行

①免税点制度 適用上限３０００万円

資本金1000万円以上の新設法人は不適用

※設立当初の２年間に限る。

②簡易課税制度

○適用上限 ５億円 ４億円 ２億円

○みなし仕入率

９０％、８０％の２区分 ９０％、８０％、７０％、 ９０％、８０％、７０％、６０％、

６０％の４区分 ５０％の５区分

（不動産業、運輸・通信業、

サービス業）

③限界控除制度

適用上限６０００万円 ５０００万円 制度の廃止



（千者）

２千万以下 事 業 者 計

～１千万超

1,838 604 278 2,719 537 3,256

〔31.0%〕 〔10.2%〕 〔4.6%〕 [45.8％] 〔9.0％〕 ≪54.9％≫

476 258 223 958 1,719 2,677

〔8.0%〕 〔4.4%〕 〔3.8%〕 [16.1%] 〔29.0％〕 ≪45.1％≫

2,314 862 501 3,677 2,255 5,933

[39.0％] [14.5%] [8.4%] 《62.0％》 《38.0％》 【100％】

（累積割合） 39.0% 53.5% 62.0%

(注)１．「事業所･企業統計調査」（総務省）及び国税庁の課税事績等を基にした推計である。
　  ２．免税事業者には、個人農業は含まれていない。
　　３．計数については、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。

計

課税事業者
計

個人事業者

法　人

売 上 高 １千万以下

免　税　事　業　者

２千万超

事業者免税点制度の適用状況（試算）

（平成12年度）



(注) 商法上、商人には商業帳簿（会計帳簿及び貸借対照表）の作成･保存義務が課されているが、会社（合名、合資、有限及び株式会社）
　 については、商業帳簿の不記載及び不実記載について罰則が定められている(商法32、498、有限会社法85）。

　損益金の処分表、
　貸借対照表及び損益計算書、
　資本積立金額の増減に関する明細書
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ほか

（法法126、150の2）

《青色申告者》
　　　仕訳帳、総勘定元帳　ほか
《一定の所得金額を超える者(青色申告者を除く)》
　　　総収入金額及び必要経費に関する事
　　項を簡易な方法で記録

（所法148、231の2）

《青色申告法人》
　　　仕訳帳及び総勘定元帳　ほか
《青色申告以外の法人》
　　　現金出納帳等に簡易な方法で記録

（法法74）

（法法4、74）（所法5、120）

（所法120、149）

所 得 税 法 人 税

　　年税額が有る場合のみ 　納付税額の有無にかかわりなく
　内国法人には提出義務あり

《青色申告書》貸借対照表、損益計算書及び
　　　　　　所得金額の計算に関する明細書
《白色申告書》総収入金額及び必要経費の内
　　　　　　容を記載した書類

個人事業者 法　 人

確定申告書の提出義務

申告書への添付書類

所得税・法人税における申告義務等

記 帳 義 務



事 業 者 免 税 点 制 度 と 「 益 税 」 の 関 係

免税事業者が消費税分として仕入価格の上昇分を上回る価格の引上げを行ったとすれば、その差額

に相当するいわゆる「益税」が発生する。

（注）適正な転嫁がなされていれば、いわゆる「益税」は発生しない。仕入価格の上昇分を価格に転嫁できなければ、

  いわゆる「損税」が発生することとなる。

○ ○
付 加 価 値

売

上

げ 仕

免 税 事 業 者 課 税 事 業 者

　消費税が課税されると
事業者はＡ＋Ｂの値上げ
を行い、納税者としてＡ
の納税を行う。（Ｂは仕
入価格が高くなるという
形で負担済）

　免税事業者はＡの納税
を行う必要はないが、仕
入価格が高くなるという
形でＢを負担しているの
で、その分の値上げを行
う必要がある。（免税事
業者がＢを超えてＡの全
部又は一部に相当する転
嫁を行う場合にのみ、い
わゆる「益税」の問題が
生ずることとなる。）

Ａ

Ｂ

格価入

消費税等

Ｂ

消費税等

付 加 価 値

売

上

げ仕 入 価 格

Ａ



国　　名 日　本 フランス ドイツ イギリス

免税点の水準 3,000万円
前暦年310万円

かつ
当暦年350万円

前暦年191万円
かつ

当暦年575万円

直前1年1,028万円
または

以降1年991万円

標 準 税 率 ５％ 19.6％ 16％ 17.5％

国　　名 フィンランド デンマーク オランダ スウェーデン ルクセンブルク ベルギー

免税点の水準 95万円 32万円
年税額20万円
以下の者は納
付税額を軽減

なし 115万円 64万円

標 準 税 率 22％ 25％ 19％ 25％ 15％ 21％

国　　名 アイルランド イタリア オーストリア スペイン ポルトガル ギリシア

免税点の水準 584万円(ｻｰﾋﾞｽ
業は292万円） 30万円 125万円 なし 114万円 204万円

標 準 税 率 20％ 20％ 20％ 16％ 17％ 18％
(備考) 1. フランス、ドイツ及びイギリスについては平成14年8月現在、その他の国については平成13年8月現在の税制に基づく。
　　   2. 邦貨換算には、次の換算率を用いた。
　　　　  1ユーロ＝115円、1ポンド＝187円、1フィンランドマルカ＝19円、1デンマーククローネ＝16円、1ギルダ＝52円、
　　　    100ベルギーフラン＝285円、100リラ＝6円、100オーストリアシリング＝836円、100エスクード＝57円、100ドラクマ＝34円

Ｅ Ｕ 加 盟 国 に お け る 事 業 者 免 税 点 制 度 （2002年8月現在）



（千者）

５千万以下 １億以下 事 業 者 計

～３千万超 ～５千万超

82 129 81 21 313 224 537

〔3.6％〕 〔5.7%〕 〔3.6%〕 〔0.9%〕 [13.9％] 〔9.9％〕 ≪23.8％≫

101 186 269 194 750 969 1,719

〔4.5%〕 〔8.3%〕 〔11.9%〕 〔8.6%〕 [33.3％] 〔43.0％〕 ≪76.2％≫

183 315 350 215 1,063 1,193 2,255

[8.1％] [14.0％] [15.5%] [9.5%] 《47.1％》 《52.9％》 【100％】

（累積割合） 8.1% 22.1% 37.6% 47.1%

(注)１．国税庁の課税事績から特別集計したものである。
　  ２．計数については、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。

計

一般申告者
１億超３千万以下

簡　易　申　告　者

計

個人事業者

法　人

売 上 高

簡 易 課 税 制 度 の 適 用 状 況
（平成12年度）



簡 易 課 税 制 度 と 「 益 税 」 の 関 係

みなし仕入率が実態を上回って乖離している場合には、いわゆる「益税」が発生する。

（注）みなし仕入率が実態を下回っていれば、いわゆる「損税」が発生することとなる。

売上高×５％ － 仕入高 ×５％＝納付税額 売上高×５％ － 売上高×みなし仕入率 ×５％＝納付税額

本 則 課 税 簡 易 課 税

簡易課税制度に
よる納付税額

= 消費税額

本則課税による
納付税額

仕

入

高

売

上

高

売
上
高
×
み
な
し
仕
入
率

売

上

高

いわゆる
 「 益 税 」



平成 12年度分課税仕入率の実態調査について 
（平成 12 年度分サンプル調査） 

 
１．概要 

消費税の課税事業者における課税仕入率（課税仕入高／課税売上高）の実態を把握するために実施。本則課税適用者については、国
税庁の申告事績（売上２億円以下の事績）に基づくものであり、簡易課税適用者については、売上２億円以下の簡易課税適用者の中か
ら抽出した者の決算書等を基に消費税の課税仕入率を試算。 
(注) 簡易課税適用者については、申告事績から実際の仕入税額を把握することができないため（みなし仕入税額で申告）、決算書等から課税仕入

額を試算する必要がある。 
 
２．調査について 

(1) 調査対象者 
個人事業者：平成 12 年分、法人：平成 12 年度中に終了する事業年度分 

① 本則課税適用者 
国税庁の課税事績による売上２億円以下の事業者 669 千者（個人 209 千者、法人 460 千者）。 

② 簡易課税適用者（サンプル調査） 
全国 12 の国税局（沖縄国税事務所を含む。）から抽出した 4,438 者（個人 1,670 者、法人 2,768 者） 
(注) 兼業による影響を排除するため、主たる業種の売上げが 75％以上のものをサンプル調査の対象とした。なお、不動産業については、

不動産売買業（簡易課税の事業区分第１種（卸売業）又は第 2種（小売業））と不動産賃貸、管理及び仲介業（簡易課税の事業区分第５

種）が混在することから、明らかに不動産の売買を行っていると認められるものは調査対象から除外している。 

(2) 課税仕入率の試算方法（サンプル調査） 
課税仕入率の試算に当たっては、決算書等の売上原価及び販売費一般管理費等の必要経費額から、給料手当、支払保険料等の課

税仕入に該当しない額を控除する方法で課税仕入高を把握。なお、課税仕入と非課税仕入（不課税を含む）が混在する可能性のあ
る費目については、一定の仮定をおいて試算。 
 

３．調査結果概要 
 卸 売 業 小 売 業 建 設 業 農 林 水 産 業 鉱 業 製 造 業 飲 食 業 サ ー ビ ス 業 運 輸 ･ 通 信 業 不 動 産 業

89.4％ 85.6％ 75.7％ 86.1％ 80.7％ 73.8％ 68.6％ 85.2％ 74.5％ 93.6％

81.7％ 75.4％ 61.8％ 59.2％ 54.3％ 57.1％ 56.8％ 39.9％ 36.0％ 44.3％

サ ン プ ル
対 象 者 数 420者 574者 724者 100者 10者 723者 227者 1,291者 121者 248者 4,438者

第 １ 種 第 ２ 種 第 ４ 種

み な し
仕 入 率 ９ ０ ％ ８ ０ ％ ６ ０ ％７ ０ ％ ５ ０ ％

第 ３ 種 第 ５ 種

本 則 適 用 者

簡 易 適 用 者

簡 易 事 業 区 分
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81.7

85.6

80

75.4 75.6
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50

40.1
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100

第１種 第２種 第３種 第４種 第５種

本則適用者
みなし仕入率
簡易課税適用者

事 業 区 分 別 課 税 仕 入 率
（平成12年度分サンプル調査）

〔仕入率(%)〕

(備考）１．本則課税適用者の課税仕入率は、国税庁の申告事績（売上２億円以下の事績）に基づくものである。
　　　 ２．簡易課税適用者の課税仕入率は、全国12の国税局（沖縄国税事務所を含む。）から抽出した売上２億円以下の簡易課税適用
者
　　　　　4,438者について、決算書等を基に消費税の課税仕入率を推計した。
       ３．簡易課税の事業区分は次のとおり。
　　　　 第１種は「卸売業」、第２種は「小売業」、第３種は「製造業等」、第４種は「第１種から第３種及び第５種以外」、第５種
　　　　 は「サービス業等」をいう。

〔簡易事業区分〕

≪個人･法人計≫
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第１種 第２種 第３種 第４種 第５種

本則適用者
みなし仕入率
簡易課税適用者

〔仕入率(%)〕

事 業 区 分 別 課 税 仕 入 率 ≪個人≫

（平成12年度分サンプル調査）

(備考）１．本則課税適用者の課税仕入率は、国税庁の申告事績（売上２億円以下の事績）に基づくものである。
　　　 ２．簡易課税適用者の課税仕入率は、全国12の国税局（沖縄国税事務所を含む。）から抽出した売上２億円以下の簡易課税適用
者
　　　　　4,438者(うち個人事業者1,670者)について、決算書等を基に消費税の課税仕入率を推計した。
       ３．簡易課税の事業区分は次のとおり。
　　　　 第１種は「卸売業」、第２種は「小売業」、第３種は「製造業等」、第４種は「第１種から第３種及び第５種以外」、第５種
　　　　 は「サービス業等」をいう。

〔簡易事業区分〕



89.2 90
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68.1
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第１種 第２種 第３種 第４種 第５種

本則適用者
みなし仕入率
簡易課税適用者

(備考）１．本則課税適用者の課税仕入率は、国税庁の申告事績（売上２億円以下の事績）に基づくものである。
　　　 ２．簡易課税適用者の課税仕入率は、全国12の国税局（沖縄国税事務所を含む。）から抽出した売上２億円以下の簡易課税適用
者
　　　　　4,438者(うち法人は2,768者）について、決算書等を基に消費税の課税仕入率を推計した。
       ３．簡易課税の事業区分は次のとおり。
　　　　 第１種は「卸売業」、第２種は「小売業」、第３種は「製造業等」、第４種は「第１種から第３種及び第５種以外」、第５種
　　　　 は「サービス業等」をいう。

事 業 区 分 別 課 税 仕 入 率 ≪法人≫

（平成12年度分サンプル調査）
〔仕入率(%)〕

〔簡易事業区分〕



 一年間の
 　総売上見込額2億円

○ 前暦年の年間売上高が
706万円以下の者は平均
率による簡易課税（課税
売上額に平均率を乗じて
仕入税額を計算）を選択
することができる。 ・

○ 適用申請時から一年
間の課税売上見込額が
1,870万円以下、かつ、
同一年間の総売上見込
額が2,337万円以下の者
は平均率による簡易課税
（売上総額に平均率を乗
じて納付税額を計算）を
選択することができる。

1,870万円

2,337万円

(備考）邦貨換算には、次の換算率(基準外国為替相場：平成13年12月から平成14年5月までの実勢相場の平均値）を用いた。
　　　　１ユーロ＝115円、１ポンド＝187円

一年間の
　 課税売上見込額

前 暦 年

日　本 フ ラ ン ス ド　イ　ツ イ ギ リ ス

　 前々課税期間
　　　 の課税売上高

○ その課税期間の基準期
間（前々年又は前々事業
年度）における課税売上
高が2億円以下の課税期
間については、売上げに
係る税額にみなし仕入率
を乗じて計算した金額を
仕入れに係る税額とする
ことができる。 ・

○ みなし仕入率は、90％
（卸売業）～50％（サービ

ス業）の５区分である。

主要国の付加価値税における簡易課税制度の概要（2002年8月現在）

706万円

～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～ な　し



消費税の申告納付制度の改正の推移

【導入時】 【平成３年改正】 【平成６年秋の税制改革】 前課税期間

（注）平成９年４月施行 の年税額

年４回 ５００万円超 （５００）

確定申告 １回 ４００万円超

中間申告 ３回

５００万円

４００万円

年２回 ５００万円以下 （５００）

確定申告 １回 ６０万円超 ６０万円超 ４００万円以下

中間申告 １回 ４８万円超

（６０） ６０万円

４８万円

年１回 ６０万円以下 ６０万円以下 （６０）

（確定申告 １回） ４８万円以下

消 費 税 率 ３ ％ ４ ％

（地方消費税を含む） （ ５ ％ ）

（注）（ ）書きは、地方消費税（消費税率換算１％相当）を含む。



　１年 　１か月 　１年 　３か月 　１か月、２か月、四半期 又

　［選択により３か月］   ［選択により１か月］ は加盟国の任意により定め

る１年を超えない期間

　年１回 　年12回 　年１回 　年４回 　年１～６回

  課税期間終了後２か月以内   翌月15日から24日の間 （事   課税期間の翌年５月31日ま   課税期間終了後１か月以内   課税期間終了後２か月以

に申告・納付 業者ごとに指定）に申告・納付 でに申告 （納付は申告から１ に申告・納付 内に申告・納付

　［個人事業者 翌年３月31日］ か月以内）

　　前課税期間の年税額に応 　年12回 　  基準期間（１年間）の税額 　仮納付を請求可

　じて以下の中間申告・納付 　毎月の発生税額を中間申告    が 200万ポンド （3.74億円）

　　・400万円超　　年３回 ・納付    超の場合、年８回の予納

　　・  48万円超　  年１回

　年間売上高に応じて、年１回 　前年の税額に応じて、年１回 　年間課税売上高が30万ポン

の確定申告 かつ 年４回の予納 の確定申告 かつ 以下の中間 ド（5,610万円）以下と見込まれ

を選択可 申告を選択可 る者は、年１回の確定申告 か

　・物品販売・宿泊施設業 　・6,136ユーロ（71万円）以下 つ 過去１年間の課税売上高等

　　76.3万ユ-ロ（8,774万円）以下 　　年４回の中間申告 に応じて以下の予納を選択可

　・その他 　・   512ユーロ（6万円）以下 　・10万ポンド（1,870万円）超

　　27.0万ユ-ロ（3,105万円）以下 　　中間申告なし 　　年９回の予納

（備 考） 邦貨換算は次のレート（基準外国為替相場：平成13年12月から平成14年5月までの実勢相場の平均値）による。１ユーロ＝115円、１ポンド＝187円。
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主要国の付加価値税における申告納付制度の概要 （未定稿）
（2002年8月現在）　
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を選択可
　 （前年の税額が2,000ポンド

  　以下の場合は予納なし）

　　年３回の予納
　年税額4,000ユーロ（46万円）

未満の者は、年４回の確定申告

　・10万ポンド（1,870万円）以下


